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議案第１４号の参考（１） 
 
 

３市２町合併協議会の協議概要（議会議員の定数及び任期の取扱い） 
 
 

 ３市２町合併協議会では、「議会議員の定数及び任期の取扱い」は小委員会への付託事項とし、

小委員会での調査・審議結果をもとに慎重な協議を行い、大方の賛同をもって、市町村の合併の

特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、「合併後２年間引き続き新市の議員とし

て在任する」と決定したものである。 
 

小委員会 
 小委員会では、平成１２年１２月２０日及び平成１３年２月２７日の計２回の会議を開催し、 
合併により３市２町の議会議員はすべてその身分を失うことになることから、合併後の一定期間

は定数又は任期に関する特例措置を適用するかなどについて調査・審議した結果、在任特例を適

用することと決定し、合併協議会に報告した。 

（主な意見） 
・合併時の混乱を避け、新市の円滑な市政運営のため、在任特例を適用すべきである。 
・３市２町の課題や新市移行後に調整する事業も多くあり、現行の議員が責任を持って新市

の基礎づくりをすべきである。 

 

 
合併協議会 
―会議の要旨― 
 第１４回合併協議会 
 合併協議会では、小委員会からの報告をもとに、協議･調整が行われ、次のとおり決定された。 
「３市２町の議会の議員は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第７条

第１項第１号の規定を適用し、合併後２年間引き続き新市の議会の議員として在任する。」 

（主な意見） 
・新市の基礎づくりに２年間最大限努力をして欲しい。 
・１会計年度を超える期間として、２年間がよいと思う。 
・合併時の混乱を避け、新市の円滑な市政運営を図るためには、２年間は必要と思う。 

 
 

 



議案第１４号の参考（２） 

１．議会議員の定数及び任期等 

区  分 徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町 計 

法定定数 ３６人 ３０人 ２６人 １６人 １０８人 

条例定数 ２８人 ２２人 １８人 １４人 ８２人 
議会議員の定数 

（平成１４年４月１日現在）
現  員 ２７人 ２２人 １８人 １４人 ８１人 

議会議員の任期 
自：平成１１年 ５月 １日 

至：平成１５年 ４月３０日 

自：平成１３年１０月１５日 

至：平成１７年１０月１４日 

自：平成１３年 ４月 １日 

至：平成１７年 ３月３１日 

自：平成１１年 ４月３０日 

至：平成１５年 ４月２９日 
 

 

２．人口動態 

区  分 徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町 計 

平成１２年国勢調査 １０４,６７２人 ３２,１５３ １６,０３８ ４,５２０ １５７,３８３ 

平成 7 年国勢調査 １０８,６７１人 ３２,３３８ １５,６４６ ４,９０７ １６１,５６２ 

増  減 △３,９９９人 △１８５  ３９２ △３８７ △４,１７９ 

 

３．新市の議会議員の定数及び任期の選択肢 

区 分 選 出 方 法 定   数 任   期 根 拠 法 令 

原 則 

 

設置の日から５０日以内 

 

算定された定数に基づき選挙を行う。 

【現行】 

定数は条例で特にこれを減少することができる。（４０人） 

【平成１５年１月１日以降】 

定数は条例で定める。 

３４人を超えない範囲内で定めなければならない。 

４年 

公職選挙法 

地方自治法 

 

 

第３３条第３項 

第９１条第１項、 

第９３条第１項 

第２５４条 

定数特例 

 

設置の日から５０日以内 

 

算定された定数に基づき選挙を行う。 

 

 

合併関係市町の協議により定数の２倍に相当する数を超え

ない範囲で議員の定数を増加することができる。 

（注１） 

合併後最初に行なわれる選挙

により選出された議会の議員の

任期に相当する期間（通常４年） 

公職選挙法 

地方自治法 

 

合併特例法 

第３３条第３項 

第９１条第１項 

第２５４条 

第６条 

在任特例 

 

選挙を行わない 

 

引き続き議員として在任することができる。 

 

 

引き続き在任する議員の数をもって議会の議員の定数とす

る。 

（注２） 

合併後２年を超えない範囲で

協議で定める期間。 

地方自治法 

合併特例法 

第９１条第１項 

第７条 

 

合併特例法：市町村の合併の特例に関する法律 

注１： 特例による定数は、解散，総辞職等によって議員がすべていなくなったときは、地方自治法第９１条の定数に復帰する。 

注２： 議員に欠員が生じたとき、または議員がすべていなくなったときは、これに応じてその定数は地方自治法第９１条の規定にいたるまで減少する。 



議案第１４号の参考（３） 
「議会議員の定数及び任期の取扱い」に関する主な法令等 

区 分 原 則 特 例 

定 数 ◎市町村議会の議員の定数 
（地方自治法） 
第９１条 市町村の議会の議員の定数は、左の通りとし、人口３０万以上５０万未満の市にあっては人

口１０万、人口５０万以上の市にあっては人口２０万を加えるごとに各々議員４人を増し、１００人

を以て定限とする。 
（１）～（６）《略》 
（７）人口１５万以上２０万未満の市  ４０人 
（８）（９）《略》 
２ 前項の議員の定数は、条例で特にこれを減少することができる。 
３～５《略》 
※平１５．１．１から次のように改正される。 
第９１条 市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。 
２ 市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超え

ない範囲内で定めなければならない。 
（１）～（６）《略》 
（７）人口１０万以上２０万未満の市  ３４人 
（８）～（11）《略》 
３～６《略》 
７ 第７条第１項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、そ

の区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる

市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置関係市町村が２以上のときは設置

関係市町村の協議により、設置関係市町村が１のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あ

らかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。 
８ 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村

は、直ちに当該定数を告示しなければならない。 
９ 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第１項の規定に基づ

く当該市町村の条例により定められたものとみなす。 
10 第７項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。 

 

〈参考〉 
① 人口 
（地方自治法） 
第２５４条 この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な

人口調査の結果による人口による。 
（地方自治法施行令） 
第１７７条 地方自治法第２５４条の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しく

は境界変更があった場合、従来地方公共団体の区域に属しなかった地域を市町村の区域に編入した

場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市

町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。 
（１）数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の

区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報で公示された最近の国勢

調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を集計したもの 
（２）～（４）《略》 
２《略》 

◎議会の議員の定数に関する特例 
（合併特例法） 
第６条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第１項の規定にかかわらず、合

併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期

に相当する期間に限り、同項に規定する定数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の

定数を増加することができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同項の規定に

よる定数に復帰するものとする。 
２～７《略》 
８ 第１項、第２項又は第５項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その

協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなければならない。 
※平１５．１．１から次のように改正される。 
第６条 新たに設置された合併市町村にあっては、地方自治法第９１条第２項の規定にかかわらず、合

併関係市町村の協議により、市町村の合併後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期

に相当する期間に限り、同項に規定する数の２倍に相当する数を超えない範囲でその議会の議員の定

数を定めることができる。ただし、議員がすべてなくなったときは、その定数は、同条の規定による

定数に復帰するものとする。 
 

〈参考〉 
①議会の議員の任期、任期の起算 
（地方自治法） 
第９３条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 
２ 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された

議員の在任期間については、公職選挙法第２５８条及び第２６０条の定めるところによる。 
（公職選挙法） 
第２５８条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、《略》 
②設置選挙 
（公職選挙法） 
第３３条《略》 
２《略》 
３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示によ

る当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。 
４～５《略》 
第１１７条 市町村が設置された場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の議会の

議員及び長についてそれぞれ選挙の期日を告示し、一般選挙及び長の選挙を行わせなければならな

い。 

 



 
区 分 原 則 特 例 

（ 定 数 ） ② 設置選挙 
（公職選挙法） 
第３３条《略》 
２《略》 
３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項の告示によ

る当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。 
４～５《略》 
③ 市町村の廃置分合及び境界変更 
（地方自治法） 
第７条 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都

道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 
２《略》 
３ 都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務

大臣がこれを定める。 
４～５《略》 
６ 第１項の規定による届出を受理したとき、又は第３項の規定による処分をしたときは、総務大臣

は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。 
７ 第１項又は第３項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 

 

任 期 ◎議会の議員の任期 
（地方自治法） 
第９３条 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、４年とする。 
２ 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議

員の在任期間については、公職選挙法第２５８条及び第２６０条の定めるところによる。 
◎議会の議員の任期の起算 
（公職選挙法） 
第２５８条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、《略》 

〈参考〉 
① 設置選挙 
（公職選挙法） 
第３３条《略》 
２《略》 
３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項（市町村の

設置の告示）の告示による当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。 
４～５《略》 

◎議会の議員の在任に関する特例 
（合併特例法） 
第７条 市町村の合併に際し、合併関係市町村の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員の被選挙

権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引き続き合

併市町村の議会の議員として在任することができる。以下《略》 
（１）新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後２年を超えない範囲で当該協議で定

める期間 
（２）《略》 
２ 前項の規定は、前条第１項又は第２項の協議が成立した場合には適用しない。 
３《略》 
４ 前条第８項の規定は、第１項又は前項において準用する同条第５項の協議について準用する。 

 



                           議案第１５号の参考（１） 
 

３市２町合併協議会の協議概要（農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い） 

 
  ３市２町合併協議会では、「農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い」は小委員会への付託事

項とし、小委員会での調査・審議結果をもとに慎重な協議を行い、大方の賛同をもって、農業委

員会等に関する法律第３４条第１項の規定を適用し、「平成１７年７月１９日まで新市に従前の区

域ごとに農業委員会を置き、その後１つに統合する。また、統合した場合は、選挙区を設ける」

と決定したものである。 
 
小委員会 
  小委員会では、平成１２年１２月２０日、平成１３年２月２７日及び平成１３年４月１１日の

計３回の会議を開催し、合併により３市２町の農業委員会委員はすべてその身分を失うこととな

ることから、農業委員会の設置または任期等に関する特例措置を適用するかなどについて調査・

審議が行われた 
小委員会での調査･審議にあたっては、３市２町の各農業委員会の意見や全国の類似都市状況な

どを参考とした。 
その結果、「新市の農業委員会としては１つが適当であるが、合併による激変緩和措置として一

定期間従前の区域ごとに委員会を置き、その後１つに統合し選挙区を設ける」と決定し協議会に

報告した。 

（主な意見） 
・３市２町では、都市部と農村部、沿岸部と山間部など、産業構造や農業を取り巻く環境が

違い、地域ごとの特性もあり、農業施策や農業委員会の運営にも違いがあると思われるので、

各地域の実情を把握する上でも合併時は従前のままで、一定期間後１つに統合する方法がよ

いと思う。 

・類似団体の状況からも、新市では１つの農業委員会でよいと思うが、合併による激減緩和

措置としては、従前のままで、一定期間後１つに統合する方法が適当ではないかと思う。

・農業を取り巻く現状から見ても、１年間の在任特例が適当と思う。 

・一定期間については、選挙による農業委員の任期満了時が考えられる。 

・選挙区については、新市において調整し、定めればよいのではないか。 

合併協議会 
―会議の要旨― 
 第１４回合併協議会 
 合併協議会では、小委員会からの報告をもとに、協議･調整が行われ、次のとおり決定された。 
「３市２町の農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和２６年法律第８８号)第３４条第１

項の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで新市の農業委員会として存続する。その後、１つ

に統合し選挙区を設けることとするが、選挙区の数及び各選挙区の定数については、新市におい

て調整する。」 

 



議案第１５号の参考（２） 
１．２市２町の農業委員会委員の定数及び任期等の現状 

区         分 徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町 計 

条 例 定 数 ２０人 １５人 １６人 １０人 ６１人 選 

挙 現     員 ２０人 １４人 １６人 １０人 ６０人 

法第１２条１号 ２人 １人 ２人 ２人 ７人 選 

任 法第１２条２号 ３人 ２人 １人 ３人 ９人 

任    期 平成１１年７月２０日～平成１４年７月１９日 

市町の面積（ha） ３３,９８３ ６,４２１ ７,０５０ １８,１４６ ６５,６００ 

経営耕地面積（ha） １,１１０.７９ ２５５.６３ ５８３.４５ ４０９.６７ ２,３５９.５４ 

農家数（戸） ２,５９４ ６８１ １,０４８ ６３４ ４,９５７ 

有権者数（人） ５,８８５ １,４８４ ２,１８９ １,２９８ １０,８５６ 

面積：平成 1２年３月３1日現在、経営耕地面積、農家数：平成１２年農業センサス、有権者数：平成１２年３月３１日確定数 
 
２．新市の農業委員会委員の定数及び任期等の選択肢 

区        分 選任方法等 定数 任期 根拠法令 

①原則の１ 新たに選挙する。 
（合併の日から５０日以内） 

条例で定める数 ３年 農委法第 3 条第 1 項、第 7 条第 1
項、第 15 条第 1 項 
農委法令第 2 条の 2 

 
 
１ 

 
 
新市に１つの委員会を

置く場合 
②特例の１ 右記の定数を越えるとき

は、合併関係市町村の選挙に

よる委員で互選する。 

協議により８０を超えず

１０を下らない数 
（注－１） 

合併後１年を超えな

い範囲で協議で定め

る期間 

農委法第 3 条第 1 項 
合併特例法第 8 条第 1･2 項 

(1) 新市に従前の市町

村の区域ごとに委員会

を置く場合 

③特例の２ 従前の市町村の委員会は、

それぞれ新市の委員会とな

って存続し、委員もそのまま

在任する。 

従来の定数 従来の任期 農委法第 34 条第 1 項 

④原則の２ 各委員会ごとに新たに選挙

する。 
条例で定める数 ３年 農委法第 3 条第 2 項、第 7 条第 1

項、第 15 条第 1 項 
農委法令第 1 条の 3、第 2 条の 2 

 
 
２ 

(2) 新市に従前の区域

と異なった区域により

２以上の委員会を置く

場合 
⑤特例の３ 右記の定数を越えるとき

は、各委員会ごとに合併関係

市町村の選挙による委員で

互選する。 

協議により８０を超えず

１０を下らない数 
（注－１） 

合併後１年を超えな

い範囲で協議で定め

る期間 

農委法第 3 条第 2 項 
農委法令第 1 条の 3 
合併特例法第 8 条第 3 項 

（注－１）欠員を生じ、又は委員がすべていなくなったときは、これに応じて、その定数は農業委員会等に関する法律第７条の定数にいたるまで減少する。 
※法令名  農委法（農業委員会等に関する法律）  農委法令（農業委員会等に関する法律施行令）  合併特例法（市町村の合併の特例に関する法律） 



議案第１５号の参考（３） 
「農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い」に関する主な法令等 

区  分 原                    則 特                    例 

定  数 
及び 

任  期 

農業委員会等に関する法律 （昭和 26 年法律第 88 号） 

（選挙による委員） 
第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するも

とし、その定数は、政令で定める基準に従い、１０人から４０人までの間で条例で定める。 
２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 
（選挙の単位） 
第１０条の２ 農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 
２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規

定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、当該農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を

設けることができる。 
３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の数

に比例して、条例で定めなければならない。 
４ 《略》 
（公職選挙法の準用） 
第１１条 《略》 
（選任による委員） 

第１２条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 
 (1) 農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事（経営管理委員

を置く農業協同組合にあっては、理事又は経営管理委員）各１人 
 (2) 当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者５人以内 

（委員の任期） 
第１５条 選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。《以下略》 
２・３《略》 
４ 第１２条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日（選挙され

た委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日）まで在任する。 
５《略》 
 
農業委員会等に関する法律施行令 （昭和 26 年政令第 78 号) 

（選挙による委員の定数の基準） 
第２条の２ 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げるとおりとする。 
区               分 定数の基準 

１ (1) その区域内の農地面積が１,３００ヘクタ－ル以下の農業委員会 
(2) １０アール（北海道にあっては、３０アール）以上の農地につき耕作の

業務を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地に

つき耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人（農地法第

２条第７項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。）の数の合計数（以

下「基準農業者数」という。）が１,１００以下の農業委員会 

 
 
２０人以下 

２ １の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 
３ その区域内の農地面積が５,０００ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が

６,０００を超える農業委員会 
４０人以下 

 
（選挙区の基準） 

第５条 法第１０条の２第２項の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、そ

の分けて設けられるすべての選挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又は

基準農業者数が６００以上となるようにしなければならない。 

市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法） （昭和 40 年法律第 6 号） 

（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 
第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設

置された合併市町村にあっては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた数、《中略》の者に限

り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することがで

きる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で

当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた

数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として

在任する者を定めるものとする。 
(1) 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議で

定める期間 
(2) 《略》 

２ 前項の場合においては、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第７条の規定

にかかわらず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙

による委員に欠員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定

数は、同条の規定に基づく定数に至るまで減少するものとする。 
３ 農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けてそ

の各区域に農業委員会を置く場合《中略》においては、農業委員会等に関する法律第３４条の規

定の適用がある場合を除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。《以下略》 
４ 第６条８項の規定は、第１項の協議について準用する。 

 

 



 
 
 

農業委員会

の数 
農業委員会等に関する法律 （昭和 26 年法律第 88 号） 

（設置） 
第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」と

いう。）のない市町村には、農業委員会を置かない。 
２～６《略》 

 

農業委員会等に関する法律（農委法） （昭和 26 年法律第 88 号） 

（設置） 
第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農

地」という。）のない市町村には、農業委員会を置かない。 
２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定

めるものにあっては、市町村長は、当該市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会

を置くことができる。 
３ 前項の規定によりその区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置いた市町村にあっ

ては、市町村長は、その全部又は一部の農業委員会の区域を変更することができる。 
４～６《略》 
（境界の変更の場合の特例） 
第３４条 市町村の配置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委

員会の区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるとき

は、当該農業委員会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会

の委員及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 
２《略》 
 
農業委員会等に関する法律施行令 （昭和 26 年政令第 78 号） 

（２以上の農業委員会を置くことができる市町村） 
第１条の３ 法第３条第２項の政令で定める市町村は、その区域の面積が２４,０００ヘクタールを

超える市町村又はその区域内の農地面積が７,０００ヘクタールを超える市町村とする。 
 
市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法） （昭和 40 年法律第 6 号）《再掲》 
（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 
第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農

業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設

置された合併市町村にあっては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた数、《中略》の者に限

り、次に掲げる期間引き続き合併市町村の農業委員会の選挙による委員として在任することがで

きる。この場合において、市町村の合併の際に合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で

当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものの数がその定められた

数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農業委員会の選挙による委員として

在任する者を定めるものとする。 
(１) 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議

で定める期間 
(２) 《略》 

２ 《略》 
３ 農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けてそ

の各区域に農業委員会を置く場合《中略》においては、農業委員会等に関する法律第３４条の規

定の適用がある場合を除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごとに適用する。《以下略》 
４ 《略》 

 



 議 案 第 １ ６ 号 の 参 考

 

  一般職の職員の身分の取扱いに関する主な法令等 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号） 

 

第３条（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 

第１項  地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。 

第２項  一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 

 

第２７条（分限及び懲戒の基準） 

第１項  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。 

第２項  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若

しくは免職されず、この法律又は条令で定める事由による場合でなければ、その意に反し

て、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給され

ることがない。 

 

第２８条（降任、免職、休職等） 

第１項  職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又

は免職することができる。 

    １ 勤務実績が良くない場合 

    ２ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

    ３ 前２号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 

    ４ 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合 

 

 

市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号） 

 

第９条（職員の身分取扱い） 

第１項  合併関係市町村は、その協議により、市町村の合併の際現にその職に在る合併関係市町

村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなけ

ればならない。 

第２項  合併市町村は、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関しては、職員のすべてに通じ

て公正に処理しなければならない。 

 

 



議案第１７号の参考（１）

 

３市２町合併協議会の協議概要（特別職の職員の身分の取扱い） 
 

 ３市２町合併協議会では、「特別職の職員の身分の取扱い」は小委員会への付託事項とし、小委

員会での調査・審議結果をもとに慎重な協議を行い、大方の賛同をもって、「３市２町の市長・町

長は合併後２年以内の間引き続き新市の特別職として在職する。３市２町の行政委員会委員等につ

いては、法令の定めるところとし、定めのない場合は新市において新たに選任する」と決定したも

のである。 
 
小委員会 
 小委員会では、平成１２年１２月２５日及び平成１３年５月８日の計２回の会議を開催し、合併

により３市２町の特別職の職員はすべてその身分を失うこととなることから、３市２町の市長・町

長、助役などの常勤の特別職等と教育委員会、選挙管理委員会などの行政委員会委員等の身分の取

扱いについて、調査・審議した結果、「３市２町の市長、町長は合併後２年以内の間引き続き新市

の特別職として在職する」と決定し、合併協議会に報告した。 

（主な意見） 
・３市２町の市長・町長は、暫定的に新市政に参画し、速やかな新市の一体化や地域特性を

活かした新しいまちづくりをすべきである。 
・３市２町の市長・町長は、合併に伴う地域住民の不安の払拭や新市政の円滑な遂行のため

の引継ぎ期間として、一定期間新市に在職した方が良い。 
・２４人全員、旧市町から新市への引継ぎのため、２年間程度新市に在職したらどうか。 
・職務は、新市長の相談役とか旧市町の問題点などの意見具申といった内容で、顧問、参与

といった形が良いと思う。 
・期間については、残任期間ではなく一定期間とし、２年程度が適当ではないかと思う。 
 

合併協議会 
―会議の要旨― 
 第１４回合併協議会 
 合併協議会では、小委員会からの報告をもとに、協議･調整が行われ、次のとおり決定された。 
「１．３市２町の常勤の特別職等の職員の身分の取扱いについて、市長・町長であった者は、合併

後２年以内の間引き続き新市の特別職の職員とする。 
２．３市２町の行政委員会委員等の身分の取扱いについては、法令の規定によるものとし、規定

のない場合は、新市において新たに選任する。」 

（主な意見） 
・旧市・町長が新市政に関与することで、合併に伴う地域の住民の不安の払拭や地域課題の引継

ぎなど、円滑な新市の運営ができると思う。 

 



議案第１７号の参考（２） 

１．常勤の特別職等の現状 

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町  

現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 現員数 任期 

現員数 

計 
根拠法令 

市・町長 １人 
自：H11. 4.26 

至：H15. 4.25 
１人 

自：H11.12.28 

至：H15.12.27 
１人 

自：H12.11. 3 

至：H16.11. 2 
１人 

自：H12. 9.21 

至：H16. 9.20 
４人 

自治法第１３９条 

自治法令第１条の２ 

助  役 １人 
自：H12. 7.10 

至：H16. 7. 9 
１人 

自：H12. 1.14 

至：H16. 1.13 
１人 

自：H13. 1. 1 

至：H16.12.31 
１人 

自：H12.10. 1 

至：H16. 9.30 
４人 

自治法第１６１条 

収 入 役 １人 
自：H12. 4. 1 

至：H16. 3.31 
１人 

自：H12. 1.14 

至：H16. 1.13 
１人 

自：H13. 1. 1 

至：H16.12.31 
１人 

自：H13. 1. 1 

至：H16.12.31 
４人 

自治法第１６８条 

教 育 長 １人 
自：H12.10.30 

至：H16.10.29 
１人 

自：H13.11.11 

至：H17.11.10 
１人 

自：H13. 1. 9 

至：H17. 1. 8 
１人 

自：H13.10. 1 

至：H17. 9.30 
４人 

地教法第１６条 

地教法令第１９条 

水道事業管理者 １人 
自：H12.10.30 

至：H16.10.29 
１人 

自：H12. 4. 1 

至：H16. 3.31 
― ― ― ― ２人 

地公企法第７条の２ 

常勤の監査委員 １人 
自：H12. 4. 1 

至：H16. 3.31 
― ― ― ― ― ― １人 

自治法第１９５条 

現員数の計 ６人 ― ５人 ― ４人 ― ４人 ― １９人  

 

２．２市２町の各種委員会委員及び監査委員（地方自治法第１８０条の５） 

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町  
委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 委員数 任期 

現員数 
計 根拠法令 

教育委員会 
委員長 
委員 
(教育長) 

１人 
４人 

(１人) 
４年 

委員長 
委員 
(教育長) 

１人 
４人 

(１人) 
４年 

委員長 
委員 
(教育長) 

１人 
４人 

(１人) 
４年 

委員長 
委員 
(教育長) 

１人 
４人 

(１人) 
４年 

２０人 
 

(教育長４人) 

地教法第２条 
地教法令第１８条 

選挙管理委員会 委員長 
委員 

１人 
３人 ４年 委員長 

委員 
１人 
３人 ４年 委員長 

委員 
１人 
３人 ４年 委員長 

委員 
１人 
３人 ４年 １６人 自治法第１８１条 

自治令第４条 

公平委員会 委員長 
委員 

１人 
２人 ４年 地方公務員法第７条第４項の規定により、山口県市町村公平委員会に加入 ３人 地公法第７条 

 

監査委員 
識見委員 

(常勤) 
議員選出 

１人 
(１人) 
１人 

４年 
 

議員の任期 

識見委員 
 
議員選出 

１人 
 

１人 

４年 
 

議員の任期 

識見委員 
 
議員選出 

１人 
 

１人 

４年 
 

議員の任期 

識見委員 
 
議員選出 

１人 
 

１人 

４年 
 

議員の任期 

識見委員４人 
(常勤１人) 
議員選出４人 

自治法第１９５条 

固定資産評価審

査委員会 委員 ９人 ３年 委員 ３人 ３年 委員 ３人 ３年 委員 ３人 ３年 １８人 地税法第４２３条 

 
※ 表内の（   ）は内書き 
※【法令名】 自治法（地方自治法）、自治法令（地方自治法施行令）、地教法（地方教育行政の組織及び運営に関する法律）、地教法令（地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令） 

地公企法（地方公営企業法）、地税法（地方税法） 



議案第１７号の参考（３） 

『特別職の職員の身分の取扱い』に関する主な法令等 
◎地方公務員法 
（一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員） 
第３条 地方公務員の職は、一般職と特別職とに分ける。 
２ 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。 
３ 特別職は、左に掲げる職とする。 
 １ 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要

とする職 
 １の２ 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 
 １の３ 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職 
 ２ 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設

けられた委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で臨時又

は非常勤のもの 
 ３ 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 
 ４ 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定

するもの 
 ５ 非常勤の消防団員及び水防団員の職 
 
 
◎地方自治法 
（委員会及び委員の設置） 
第１８０条の５ 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければな

らない委員会及び委員は、左の通りである。 
１ 教育委員会 
２ 選挙管理委員会 
３ 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会 
４ 監査委員 

２ 《略》 
３ 第１項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければな

らない委員会は、左の通りである。 
１ 農業委員会 
２ 固定資産評価審査委員会 

４～８ 《略》 
 
 

【市町村長】 
◎地方自治法 
（市町村長） 
第１３９条 《略》 
２ 市町村に市町村長を置く。 
（長の任期） 
第１４０条 普通地方公共団体の長の任期は、４年とする。 
２ 《略》 

◎公職選挙法 
（一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙） 
第３３条 １・２項《略》 
３ 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第７条第６項（市町村

の設置の告示）の告示による当該市町村の設置の日から５０日以内に行う。 
４・５項 《略》 

◎地方自治法施行令 
（長の職務を暫定的に行う者） 
第１条の２ 普通地方公共団体の設置があった場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域

の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であった者（地方自治法第１５２条又は第２５２

条の１７の８第１項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であった者を

含む。）のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、

その職務を行う。 
２ 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあっては総務大臣、市町村の設

置にあっては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職を行うべ

き者を定めなければならない。 
３ 第１項の場合において関係地方公共団体が１であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は

長であった者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。 
 
【助役】 
◎地方自治法 
（助役の設置） 
第１６１条 《略》 
２ 市町村に助役１人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。 
３ 副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。 
（助役の選任） 
第１６２条 副知事及び助役は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。 
（助役の任期） 
第１６３条 副知事及び助役の任期は、４年とする。但し、普通地方公共団体の長は、任期中にお

いてもこれを解職することができる。 
 

 



 
【収入役】 
◎地方自治法 
（収入役・副収入役） 
第１６８条 《略》 
２ 市町村に収入役１人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその

事務を兼掌させることができる。 
３ 都道府県は条例で副出納長を、市町村は条例で副収入役を置くことができる。 
４ 副出納長及び副収入役の定数は、条例でこれを定める。 
５ 副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 
６ 《略》 
７ 第１４１条、第１４２条、第１５９条、第１６２条、第１６３条本文及び第１６４条の規定は、

出納長及び収入役にこれを準用する。 
８・９ 《略》 
 
 
【水道事業管理者】 
◎地方公営企業法 
（この法律の適用を受ける企業の範囲） 
第２条 この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業（これらに附帯する事業

を含む。以下「地方公営企業」という。）に適用する。 
 １ 水道事業（簡易水道事業を除く。） 
 ２ 工業用水道事業 
 ３ 軌道事業 
 ４ 自動車運送事業 
 ５ 鉄道事業 
 ６ 電気事業 
 ７ ガス事業 
２・３項 《略》 
（管理者の設置） 
第７条 地方公営企業を経営する地方公共団体に、地方公営企業の業務を執行させるため、第２条

第１項の事業ごとに管理者を置く。《以下略》 
（管理者の選任及び身分取扱い） 
第７条の２ 管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長

が任命する。 
２・３ 《略》 
４ 管理者の任期は、４年とする。 
５ 管理者は、再任されることができる。 
６ 管理者は、常勤とする。 
７～１１ 《略》 
 
 

【教育長、教育委員会】 

◎地方教育行政の組織及び運営に関する法律 
（設置） 
第２条 都道府県、市（特別区を含む。以下同じ。）町村及び第２３条に規定する事務の全部又は一

部を処理する地方公共団体の組合に教育委員会を置く。 
（組織） 
第３条 教育委員会は、５人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府

県若しくは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指

定都市」という。）又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは指定都市が加入するものの教

育委員会にあっては６人の委員、町村又は地方公共団体の組合のうち町村のみが加入するもの（次

条第３項及び第７条第２項から第４項までにおいて単に「町村」という。）の教育委員会にあって

は３人の委員をもつて組織することができる。 
（任命） 
第４条 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文

化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会

の同意を得て、任命する。 
２・３ 《略》 
（任期） 
第５条 委員の任期は、４年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 委員は、再任されることができる。 
（教育長） 
第１６条 教育委員会に、教育長を置く。 
２ 教育長は、第６条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員（委員長を除く。）である者のう

ちから、教育委員会が任命する。 
３ 教育長は、委員として任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号）第２７条、第２８条及び第２９条の規定の適用を妨げない。 
４ 教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うもの

とする。 
（教育長及び事務局職員の身分取扱） 
第２２条 教育長及び第１９条第１項及び第２項に規定する事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務

その他の身分取扱いに関する事項は、この法律及び教育公務員特例法に特別の定があるものを除

き、地方公務員法の定めるところによる。 
 
◎地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令 
（最初の委員の選任等） 
第１８条 市町村の設置があった場合においては、法第４条の規定にかかわらず、地方自治法施行令

第１条の２の規定による市町村の長の職務を行う者（以下「市町村長職務執行者」という。）が、

従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であった者で当該新たに設置された市町村

の設置に伴い委員の職を失うこととなったもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨

時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委

員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有す

る者のうちから選任するものとする。 
 



 
２ 前項の規定により選任された委員は、法第５条の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初

に行われる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。 
３ 新たに設置された市町村において、第１項の規定により教育委員会の委員が選任された後最初

の招集すべき教育委員会の会議は、法第１３条第１項の規定にかかわらず、市町村職務執行者が

招集する。 
（最初の教育長の互選） 

第１９条 市町村の設置があった場合においては、法第１６条第２項の規定にかかわらず、最初に

法第４条の規定により教育委員会の委員が任命されるまでの間、前条第１項の規定により選任さ

れた委員の互選により当該委員（法第１２条第１項の規定により委員長に選任された委員を除

く。）のうちから定めた者を教育長とするものとする。 
（最初に任命される委員の任期） 
第２０条 市町村の設置後最初に法第４条の規定により任命される教育委員会の委員の任期は、法

第５条の規定にかかわらず、その定数が５人の場合にあっては、２人は４年、１人は３年、１人

は２年、１人は１年とし、その定数が３人の場合にあっては、１人は４年、１人は３年、１人は

２年とする。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。 
 
◎教育公務員特例法 
（教育長の給与等） 

第１７条 教育長については、地方公務員法第２２条から第２５条まで（条件附任用及び臨時的任

用並びに職階制及び給与、勤務時間その他の勤務条件）の規定は、適用しない。 
２ 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職に属する地方公務員とは別

個に、当該地方公共団体の条例で定める。 
 
 
 
 
 
            合併       新市長選任後    

         最初の議会    
２市２町の委員 ← 任期は議会の会期末→ ← 最初の任期 ※ →  

 定数 5 人＊4＝20 人   定数 5 人  定数 5 人  
                                ※２人は４年、１人は３年 
                                 １人は２年、１人は１年 
 
 
 
 
 

【選挙管理委員会】 

◎地方自治法 
（選挙管理委員会の設置及び組織） 
第１８１条 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。 
２ 選挙管理委員会は、４人の選挙管理委員を以ってこれを組織する。 
（選挙管理委員及び補充員の選挙） 
第１８２条 選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識

見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 
２ 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから

委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなったときも、また、同様

とする。 
３～８《略》 
（選挙管理委員の任期） 
第１８３条 選挙管理委員の任期は、４年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。 
２～４ 《略》 

 

◎地方自治法施行令 
（暫定的選挙管理委員） 
第４条 普通地方公共団体の設置があった場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員

は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員

たる者又は選挙管理委員であった者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。た

だし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であった

者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者を

もつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管

理委員たる者若しくは選挙管理委員であった者がないときは、第１条の２の規定による当該普通

地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理

委員の補充員たる者又は補充員であった者（これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙権を有する者）のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとす

る。 
２ 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第 1 条の２の規定による当該普通地方公共

団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。 
 
 
              合併        最初の議会    

  
２市２町の委員  ← 任期 4 年 →  

定数 4 人＊4＝16 人 定数 4 人 定数 4 人  
 
 
 
 

 
 

２市２町の教育委員

会委員のうちから新

市の職務執行者が選

任する。 

新市長が議会の

同意を得て任命。

２市２町の選挙管理委員委員

が互選により定める。 
互選を行う場所及び日時は、

新市の職務執行者が関係人に

通知する。 

議会の選挙によ

り定める。 



【人事委員会・公平委員会】 

◎地方自治法 

（その他委員会の職務権限等） 

第２０２条の２ 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、

企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する

措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 

２ 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員

に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。 

３～５ 《略》 

 

◎地方公務員法 

（人事委員会又は公平委員会の設置） 

第７条 都道府県及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市

は、条例で人事委員会を置くものとする。 

２ 前項の指定都市以外の市で人口（官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査

の結果による人口をいう。以下同じ。）１５万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は

公平委員会を置くものとする。 

３ 人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。 

４ 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他

の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第

８条第２項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。 

（人事委員会又は公平委員会の委員） 

第９条 人事委員会又は公平委員会は、３人の委員をもつて組織する。 

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、

人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。 

３～９ 《略》 

１０ 委員の任期は、４年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

１１～１３ 《略》 

 

【監査委員】 

◎地方自治法 
（監査委員の設置及び定数） 
第１９５条 普通地方公共団体に監査委員を置く。 
２ 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては４人とし、その他の市にあって

は条例の定めるところにより３人又は２人とし、町村にあっては２人とする。 
（選任及び兼職の禁止） 
第１９６条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地

方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者（以下本款

において「識見を有する者」という。）及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、

議員のうちから選任する監査委員の数は、監査委員の定数が４人のときは２人又は１人、３人以

内のときは１人とするものとする。 
２・３ 《略》 
４ 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。 
５ 《略》 
（任期） 
第１９７条 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、議

員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、

その職務を行うことを妨げない。 
 
◎地方自治法施行令 
（監査委員の定数４人の市） 
第１４０条の２ 地方自治法第１９５条第２項に規定する政令で定める市は、人口２５万以上の市

とする。 
 
 
 
 
 
 

 



 
 【固定資産評価審査委員会】 

◎地方税法 

（固定資産評価審査委員会の設置、選任等） 

第４２３条 固定資産税課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するた

めに、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 

２ 固定資産評価審査委員会の委員の定数は３人以上とし、当該市町村の条例で定め

る。 

３ 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務があ

る者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議

会の同意を得て、市町村長が選任する。 

４・５ 《略》 

６ 固定資産評価委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

７ 《略》 

８ 市町村の設置があった場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当

該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当

該市町村の地域に属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であっ

た者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委

員に充てることができる。 

９ 市町村の設置があった場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議

会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町

村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員

会の委員であった者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価

審査委員会の委員に充てることができる。 

 
 
 
 
 

          合併                新市長選任後    
        新市長選任    最初の議会    

２市２町の委員   ← 任期３年 →  
 18 人  定数3人以上 定数 3 人以上 定数 3 人以

上 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 

 

２市２町の固定資産

評価審査委員会委員

のうちから、新市の職

務執行者が選任する

ことができる。 

新市長が議会の

同意を得て任命。

２市２町の固定資

産評価審査委員会

委員のうちから、新

市長が選任するこ

とができる。 



議案第18号の参考

分　　　　類 新　　南　　陽　　市 熊　　毛　　町 鹿　　野　　町

消 防 関 係

環 境 衛 生 関 係 新南陽市環境衛生自治会連合会 熊毛町環境衛生推進協議会 鹿野町環境衛生推進協議会

新南陽市連合婦人会 熊毛町連合女性会 鹿野町婦人会

新南陽市連合青年団 鹿野町青年団

新南陽市子ども会育成連絡協議会 熊毛町子ども会育成連絡協議会 鹿野町子ども会育成連絡協議会

新南陽市小中学校ＰＴＡ連合会 熊毛町小中学校ＰＴＡ連合会 都濃郡小中学校ＰＴＡ連合会

新南陽市文化協会 熊毛町文化協会 鹿野町文化協会

（財）新南陽市体育協会 熊毛町体育協会 鹿野町体育協会

新南陽市スポーツ少年団 熊毛町スポーツ少年団 鹿野町スポーツ少年団

地区体育振興会（４地区） スポーツ振興会（５地区）

徳山人権擁護委員協議会 徳山人権擁護委員協議会 徳山人権擁護委員協議会

新南陽鹿野地区保護司会 下松地区保護司会 新南陽鹿野地区保護司会

新南陽市更生保護婦人会 熊毛町更生保護婦人会 鹿野町更生保護婦人会

新南陽市民生委員児童委員協議会 熊毛町民生委員児童委員協議会 鹿野町民生委員児童委員協議会

新南陽市連合遺族会 熊毛町連合遺族会 鹿野町遺族会

新南陽市傷痍軍人会 熊毛町傷痍軍人会

新南陽市被爆者の会 熊毛町被爆者の会 鹿野町被爆者の会

新南陽市社会福祉協議会 熊毛町社会福祉協議会 鹿野町社会福祉協議会

新南陽市老人クラブ連合会 熊毛町老人クラブ連合会 鹿野町老人クラブ連合会

新南陽市身体障害者福祉更正会 鹿野町身体障害者団体連合会

熊毛町母親クラブ連合会

新南陽市母子寡婦福祉連合会 鹿野町母子寡婦福祉会

新南陽市食生活改善推進連絡協議会 熊毛町食生活改善推進連絡協議会 鹿野町食生活改善推進連絡協議会

新南陽市母子保健推進協議会 熊毛町母子保健推進協議会 鹿野町母子保健推進協議会

徳山医師会 徳山医師会

徳山歯科医師会 熊毛郡歯科医師会 徳山歯科医師会

徳山地区精神保健家族会 徳山地区精神保健家族会 徳山地区精神保健家族会

新南陽商工会議所 熊毛町商工会 鹿野町商工会

新南陽市観光協会 熊毛町観光協会 鹿野町観光協会

公共的団体等総括表

商 工 観 光 関 係

保 健 医 療 関 係

福 祉 関 係

社 会 体 育 関 係

社 会 教 育 関 係

徳山市環境衛生連合会

徳　　山　　市

徳山市連合婦人会

徳山市連合青年団

徳山市消防クラブ委員会

徳山市子ども会育成連絡協議会

徳山市小学校ＰＴＡ連合会

徳山市中学校ＰＴＡ連合会

徳山市文化協会

（財）徳山市体育協会

徳山市スポーツ少年団

徳山市体育振興会（２２地区）

徳山人権擁護委員協議会

徳山地区保護司会

徳山市更生保護婦人会

徳山市民生委員児童委員協議会

徳山市連合遺族会

徳山市傷痍軍人会

徳山市被爆者の会

徳山市社会福祉協議会

徳山市老人クラブ連合会

徳山市身体障害者団体連合会

徳山市母親クラブ連合会

徳山市母子寡婦福祉連合会

徳山市食生活改善推進連絡協議会

徳山市母子保健推進協議会

徳山医師会

徳山歯科医師会

徳山地区精神保健家族会

徳山商工会議所

都濃商工会

徳山市観光協会



分　　　　類 新　　南　　陽　　市 熊　　毛　　町 鹿　　野　　町徳　　山　　市

労 働 関 係 新南陽市シルバー人材センター 光広域シルバー人材センター

熊毛町八代南土地改良区 都濃郡鹿野町土地改良区

熊毛町三丘土地改良区

熊毛町下郷土地改良区

新南陽市漁業協同組合 島田川内水面漁業協同組合 錦川上流漁業協同組合

佐波川漁業協同組合

新南陽市自治会連合会

新南陽市地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ連絡協議会

熊毛町ふるさとづくり推進会議 鹿野町ふるさとづくり推進協議会

新南陽市女性団体連絡協議会 鹿野町女性団体連絡協議会

新南陽交通安全協会 光交通安全協会 徳山交通安全協会

徳山交通安全協会鹿野支部

新南陽交通事故等相談所 徳山地区交通事故等相談所

新南陽市安全会議 熊毛町交通安全会議 鹿野町安全会議

新南陽地区防犯対策協議会 光地区防犯団体連合会

住 民 活 動 関 係

交 通 ・ 防 犯 関 係

農 林 水 産 関 係

徳山市シルバー人材センター

徳山市久米土地改良区

徳山市湯野土地改良区

徳山市向道土地改良区

徳山市長穂土地改良区

峰市土地改良区

徳山市中野土地改良区

徳山市佐畑土地改良区

徳山市漁業協同組合

櫛ヶ浜漁業協同組合

戸田漁業協同組合

三須漁業協同組合

徳山市自治会連合会

徳山市コミュニティ推進連絡協議会

徳山市女性団体連絡協議会

徳山交通安全協会

新南陽交通安全協会

新南陽地区防犯対策協議会

徳山地区交通事故等相談所

新南陽交通事故等相談所

徳山市交通安全対策推進協議会

徳山市防犯協議会



 議案第１８号の参考 

 

◇地方自治法 

 
第１５７条（公共的団体等の監督） 
第１項 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の

綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる。 
第２項 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公

共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ

及び実地について事務を視察することができる。 
 
〔解説〕 
「公協的団体等」とは、森林組合、漁業協同組合、商工会議所等の産業経済団体、社会福祉協

議会、民生委員協議会等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、文化協会、体育会等の文化事

業団体など公共的な活動を営むものは全て含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、法人で

なくてもよい。 
「総合調整を図るため、これを指揮監督する」とは、これら公共的団体相互間の総合調整を図

るためばかりでなく、これら公共的団体の産業、経済、文化、社会の各般にわたる事業活動を

して当該普通地方公共団体の行政との間に適切な調和と協力を保たしめるためにも公共的団体

を指揮監督することができるものと解される。 

 

 

 

◇市町村の合併の特例に関する法律 

 

第１６条（国、都道府県等の協力等） 

第８項 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村

の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければな

らない。 

 

〔解説〕 

合併市町村において、いつまでも合併関係市町村単位で各種の公共的団体が存続することは、

合併市町村の一体性の確立の面からも好ましくないので、本規定が設けられている。 
 

 

 
 

 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （１）                                             議案 19 号の参考 
大 項 目 都市計画 中 項 目 町名・住居表示の状況 小 項 目  
事 業 名 町・字名の取扱いについて   
専 門 部 会 名 住民部会 分 科 会 名  コ ー ド  

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

同一大字名・町名

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町

港　　　町 港　　　町

千代田町 千代田町

類似大字名・町名

徳山市 新南陽市 熊毛町 鹿野町

新地(新地1丁目～新地3丁目） 新地町

 
 

 
 
 
 
 
 
熊毛町と鹿野町については、調整を必要とする大字名

町名の該当がない。 
従って2町については、現行どおりとする。 

 
  ◇ ２市２町において同一の通称町名（小字名等） �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

区　分 徳  山  市 新  南  陽   市 熊　毛　町 鹿　野　町

1 院　　　内 院　　　内

2 下　市　④ 下　　　市 下　市　　②

3 上　市　④ 上　　　市 上　　　市

4 上　　　野 上　　　野

5 新　　　町 新　　　町

6 新　　　畑 新　　　畑

7 大　河　内 大　河　内

8 大　　　原 大　　　原

9 中　村　③ 中　　　村 中　　　村

10 中　　　町 中　　　町

11 田　　　原 田　　　原

12 別　　　所 別　　　所

13 本　　　町 本　　　町 本　町　②

14 和　　　田 和　　　田 和　　　田  
 
※ ○で囲んだ数字については、同市内（町内）で存在する通称町名（小字名）の数を示す。 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局  

 



事 務 一 元 化 現 況・分 析 調 書 （２） 
大 項 目 都市計画 中 項 目 町名・住居表示の状況 小   項   目  
事 業 名 町・字名の取扱いについて 協 議 事 項  
専 門 部 会 名 住民部会 分 科 会 名  コ ー ド  

問     題     点 対     応     策 調     整     案 
 
 Ⅰ．大字名・町名について同一又は類似する名称がある。 
 
   【同一名称】 
     
     港 町         〈徳山市・新南陽市〉 
 
     千代田町        〈徳山市・新南陽市〉 
 
     
 
   【類似名称】 
      
     新地1丁目～3丁目    （徳山市） 

 
 新地町          〈新南陽市〉 

 
 
 
 
 Ⅱ．通称町名（小字名など）について同一の名称がある。 
     
    徳山市大字久米字院内 
 
    熊毛町大字大河内字院内など合計14名称（43地域）  
 
 

  

 
Ⅰ．大字名・町名について 
 
【同一名称】 
  同一名称については、区別ができるよう調整が必要である。 
 
   A 案：同一名称については、町名の前に冠をつけて表示することにより区

別する。 
       
   （例）徳山市港町 1番 1号 
                    ～ 周南市 東港町 1番 1号 
      新南陽市港町 1番 1号 
                    ～ 周南市 西港町 1番 1号 
 
   B案：同一名称の変更を、最小限にするために、2市の内1市は現行のま 
      ま残し、1市のみ名称の変更を行う。 
 
   C案：同一名称については、現行にこだわらず、新たな名称を検討する。 
 
【類似名称】 
   A案：表示が○○丁目と○○町と区別されるので特に調整の必要はない。 
  
   B案：一部名称が重なるところから、調整を検討することも考えられる。 
 
 
Ⅱ．通称町名（小字名など）について 
 
◇ －1案..通称町名（小字名）については、すでに大字名で明確に区別されてい 

     ることから、特に調整を行わず、現行のまま新市に引継ぐ。 
     （現在、「下市・上市」などは、同一市町の中で複数存在しているが、 

特に、不都合ではない。） 
 
 ◇－2案 通称町名（小字名など）は、住民票に表示される住所に影響するもの 
      ではないが、住民にとって身近な名称であり、区別する必要がある。 
 
    ａ案：通称町名（小字名）の前に合併前の市又は町の名称等を入れる。 
             
        徳山市大字久米字 院内 ～ 周南市大字久米字 徳山院内 
        熊毛町大字大河内字 院内 ～  周南市大字大河内字 熊毛院内 
      
     b案：同一通称町名の一方又は、双方を新しい通称町名に変更する。 
 
 

 

 
 

 
( )  1. 現行のまま新市に引き継ぐ。 
 
( )  2.（     ）の例により調整する。 

 
( )  3. 新たに制度等を創設する。 
 
( )  4. 新市移行後、速やかに調整する。 

 
( )  5. 新市に移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。 

 
( )  6. 廃止の方向で検討する。 

 
  (○)  7. その他【  町・字名〔類似町名や同一の通称町名（小字名）を含む〕 

は、原則として現行のとおりとする。 
ただし、同一の町名については、地域住民の意向を尊

重し、調整するものとする。】 
   

       
 調整にあたっての基本的な考え方  
  
  町・字名の変更は、住民登録、郵便など住民生活に重大な影響を及ぼすこと

から、新市発足時において支障のないよう調整しなければならない。 
  実施にあたっては、住民意向の集約や事前の届出、その他事務処理等相応の

期間を要することを考慮する必要がある。 
 
 
 
 
 

                                                                                        徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会事務局 



                          議案第１９号の参考 
 
 

町・字名の取扱いに関する主な法令等 
 

 
   地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 260 条 
  （市町村区域内の町又は字の区域） 
 

第1項 政令で特別の定めをする場合を除く外、市町村の区域内の町若しく

は字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは

字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が、

当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出

なければならない。 
 
第2項 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちに

これを告示しなければならない。 
 

第3項 第 1 項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほ

か、前項の規定による告示によりその効力を生ずる 
 
 
 
  解 釈 
       「町若しくは字の区域若しくはその名称を変更」することのうち「町若しくは

字の名称を変更」する、とは、町又は字の区域を変更すると同時にその名称を

変更する場合も含むのであって、単に従前の町又は字の名称を変更する場合に

限られない。 
市町村の区域内の町若しくはその名称を変更しようとする場合、当該市町村

が指定都市以外の市において、その町若しくは字の名称中に「何市何区何町何

丁目」のように「区」の文字を使用することはできない。 
また、市町村の配置分合及び境界変更の際、字の区域及び名称を変更しない

で旧市町村の字の区域及び名称とする場合には本条の手続きを要しない。な

お、本条の「字」には、いわゆる字のみならず「小字」も含むと解される。ま

た、本条の定める字区域の変更等の議案は、市町村長のみが提出することがで

きる。 
 
 

 



                                                                      議案第２０号の参考 

 

「慣行の現況」総括表 

  

徳山市 
昭和 10 年 10 月 15 日市制施行 

 

新南陽市 
昭和 45 年 11 月 1 日市制施行 

熊毛町 
昭和 31 年 9 月 30 日町制施行 

鹿野町 
昭和 15 年 11 月 3 日町制施行 

市・町章 

徳山市章 

 
 

昭和 28 年 11 月制定 

新南陽市章 

 
 

昭和 45 年 11 月制定 

熊毛町章 

 
 

昭和 38 年 10 月制定 

鹿野町章 

 
 

昭和 38 年 3 月制定 

市・町民憲章 

徳山市民憲章 
 

 わたくしたちは、自然と伝統に恵まれ、未来へ伸

びゆく徳山の市民です。 

 産業経済の発展とかおり高い精神文化をもつ健康

な理想都市徳山の建設をめざし、次のことを誓いま

す。 

 

1.力をあわせ、清潔で美しいまちをつくりましょう。 

1.きまりを守り、平和で明るいまちをつくりましょ

う。 

1.勤労をとうとび、豊かで楽しいまちをつくりまし

ょう。 

1.スポーツに親しみ、健康でたくましいまちをつく

りましょう。 

1.互いに助け合い、親切であたたかいまちをつくり

ましょう。 

 

昭和 43 年 10 月制定 

新南陽市民憲章 

 
 わたくしたち新南陽市民は、同じ地域に住む人び

とのきずなを大切にし 助けあい 伸びゆく郷土と

なごやかな家庭をきずくため この憲章を定めます 

 

１ きまりを守り 善意をもちよつて 

 平和な社会をつくります 

１ 若い力を伸ばし 教養を身につけ 

 文化のかおり高い郷土をつくります 

１ 自然を愛し 花と緑にかこまれた 

 美しい環境をつくります 

１ 勤労を尊び ものを大切にして 

 豊かな家庭をつくります 

１ スポーツやレクリエーションに 

親しみ 健全な心とからだをつく 

ります 

 



                                                                                      議案第２１号の参考 
 

項   目   
 

 

徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会  
 

 

《参考》中球磨５ケ町村合併協議会   
 

 

《参考》岩手県大船渡市  
 

 

合併関係市町村 
 

 

 徳山市、新南陽市、熊毛町、鹿野町（周南市） 
 

 

 免田町、上村、岡原村、須恵村、深田村（あさぎり町） 
 

 

 大船渡市、三陸町 
 

 

合 併 の 方 式 
 

 

 新設合併 
 

 

 新設合併 
 

 

 編入合併 
 

 

合 併 の 期 日 
 

 

 平成１５年４月２１日 
 

 

 平成１５年４月１日（総務大臣告示終了） 
 

 

 平成１３年１１月１５日 
 

 

設 置 期 間 

 
 

 

 新市建設計画の計画期間、地域の実情等に配慮し１０年間と 

 する。 
 

 

 地域審議会の設置期間は、町村の合併の日から平成２５年３ 

 月３１日までとする。 
 

 

 審議会の設置期間は、平成１３年１１月１５日から平成２４ 

 年３月３１日までとする。 
 

 

 所掌事務 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 合併特例法に基づく法定事項と、地域の実情に応じた任意事 

 項を定める。 

 【法定事項】 

 ・新市の長の諮問を受け、審議を行う。 

 ・必要な事項について新市の長に対し、意見を述べる。 

 ・新市建設計画の変更に際し、新市の長に意見を述べる。 

 【任意事項】 

 ※新市建設計画はマスタープランであり、新市基本構想等の 

 骨子となることから、建設計画が基本構想等に十分反映され 

 るよう、本事項を盛り込むこととする。 
 

 

 １．地域審議会は、新町の関係区域ごとに、当該区域に係る 

 次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申 

 するものとする。 

  (1)新町建設計画の変更に関する事項 

  (2)新町建設計画の執行状況に関する事項 

  (3)地域振興のための基金の活用に関する事項 

  (4)新町の基本構想の作成及び変更に関する事項 

  (5)その他町長が必要と認める事項 

 ２．地域審議会は、必要と認める事項について審議し、町長 

 に意見を述べることができる。 
 

 

 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1)設置区域に係る合併建設計画の変更及び執行状況、ふる 

さと創生基金の使途並びにその他市長が必要と認める事項 

に関し、市長の諮問に応じて審議し、答申すること。   

(2)設置区域に係る建設計画の執行状況及び必要と認める事 

    項に関し、市長に意見を述べること。 

 

 

 

 
 

 

 組   織 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 必要な事項を十分に審議できるよう、委員数は、過少、過大 

 とならないように配慮し、他市の例等を参考に１５名以内と 

 する。 

  

 ※委員構成は、公共的団体等の代表者、学識経験者及び公募 

 による者とし、それぞれ概ね５名程度とする。 

  

  

  

  

  
 

 

 １．地域審議会は、委員１５名以内で組織する。 

 ２．委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存 

 する事業所等に勤務する者で次の各号に掲げる者のうちから 

 町長が任命する。 

  (1)区長 

  (2)農林業団体、商工業団体に属する者 

  (3)社会教育及び学校教育の団体に属する者 

  (4)青年、女性、老人を構成員とする組織に属する者 

  (5)社会福祉に関係する者 

  (6)消防団員 

  (7)学識経験を有する者 
 

 

 １．審議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

 ２．委員は、設置区域に住所を有する者で、次の各号に掲げ 

 るもののうちから市長が委嘱する。 

  (1)公共的団体の役職員 

  (2)学識経験者 

  (3)公募により選任された者 

 ３．前項第３号の委員の人数は３人以内とする。 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

 地 

 域 

 審 

 議 

 会 

 の 

 設 

 置 

 に 

 関 

 す 

 る 

 諸 

 事 

 項 

  

 

  

  

  

  
 

 

 任   期 

  

  

  
 

 

 任期については、各自治体が設置する他の審議会等の例（単 

 年度又は複数年度にわたるケースでは２年程度）に鑑み、２ 

 年とする。但し、同一の者が継続することが望ましい場合も 

 あり、再任は妨げないものとする。 
 

 

 １．委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合 

 における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ２．委員は再任されることができる。 

  
 

 

 １．委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合 

 における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ２．委員は設置区域に住所を有しなくなったときは、その職 

 を失う。 
 



 
 

項   目   
 

 

徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町合併協議会  
 

 

《参考》中球磨５ケ町村合併協議会   
 

 

《参考》岩手県大船渡市  
 

 

 会長及び副会長 

  

  

  

  
 

 

 地域の実情に即した地域審議会運営を図るため、委員の互選 

 により会長、副会長を定める。 

  

 会長、副会長は、それぞれ１名ずつとする。 

  
 

 

 １．地域審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。 

 ２．会長は会議を総理し、地域審議会を代表する。 

 ３．会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が 

 その職務を代理する。 

  
 

 

 １．審議会に会長及び副会長を２人置き、委員の互選とする 

 ２．会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

 ３．副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長 

 が欠けたときは、会長があらかじめ指定する者がその職務を 

 行う。 
 

 

会   議  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 地域審議会は、地方自治法に基づく長の附属機関であること 

 から、新市の長が招集することとする。 

  

 しかしながら、地域審議会の自主・自立性を確保するため、 

 委員による会議開催請求を可能にするとともに、会長が議事 

 進行を行うこととする。 

  

 新市建設計画の進捗状況等を踏まえた審議を行うことから、 

 少なくとも毎年度（１回以上）開催することとする。 
 

 

 １．地域審議会は、町長が招集する。 

 ２．地域審議会は、毎年２回以上開催するものとする。また 

 地域審議会の委員の４分の１以上の者から審議を求める事項 

 を示して請求があったときは、開催するものとする。 

 ３．地域審議会は委員の半数以上が出席しなければ、これを 

 開くことができない。 

 ４．地域審議会の議長は、会長をもって充てる。 

 ５．会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の 

 者を地域審議会に出席させ、意見を述べさせることができる 
 

 

 １．審議会は、会長が招集する。 

 ２．会長は、会議の議長となる。 

 ３．審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くこと 

 ができない。 

 ４．審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の 

 ときは、議長の決するところによる。 

 ５．審議会は、原則として公開で行うものとする。ただし、 

 議長が必要と認める場合は、審議会に諮ったうえで、公開し 

 ないことができる。 
 

 

 庶   務 

  
 

 

 各地域の実情に応じた対応に努めるため、本庁及び各総合支 

 所が当たることとする。 
 

 

 地域審議会の庶務は、総務を担当する課において処理する。 

 
 

 

 審議会の庶務は、大船渡市三陸支所において処理する。 
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 項 

 

  

  
 

 

 雑    則 

  
 

 

 地域審議会の自主・自立性を確保するため、その他必要な事 

 項は、会長が会議に諮って定めることとする。 
 

 

 地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会 

 長が地域審議会に諮り、これを定める。 
 

 

 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事 

 項は、別に定める。 
 

 



議案第２１号の参考 
【地域審議会について】 
  合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細かな行政サービスを実現させるため

に、合併前に関係市町間の協議により、旧市町の区域を単位として、必要な区域に地域

審議会を置くことができます。 
 
  地域審議会は、新市における関係区域に関する事務について、新市の長の諮問に応じ

て、または必要に応じて、意見を述べることになります。 
 
  また、新市の長は、新市建設計画を変更しようとするときには、地域審議会が置かれ

ている場合には、その意見を聞かなければならないこととされています。 
 

手続き他 

○合併前の関係市町間の協議で設置します。 
○協議事項は、次のとおりです。 
・設置する期間、区域 
・地域審議会の組織 
・構成員の定数、任期、任免 
・その他必要な事項 
○協議は関係市町の議会の議決を経て成立します。成立した場合は、その内 
 容を告示しなければなりません。 
○協議して定めた内容を合併後に変更しようとするときは、新市の条例で定 
 めなければなりません。 

 
 
－地域審議会を設置した事例－ 
・岩手県大船渡市･･･ 平成 13 年 11 月 15 日、三陸町を吸収合併し、旧三陸町の区域

を対象に設置 
 
・熊本県免田町、上村、岡原村、須恵村、深田村･･･ 平成 15 年 4 月 1 日に合併予

定（総務大臣告示終了）全ての町村の区域ごとに設置 
 

 地域審議会に関する主な法令等 
 

◇地方自治法１３８条の４第３項 

 
 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として、 
自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための

機関を置くことができる。（後略） 
 

◇合併特例法第５条第８項 

 
 第６項の規定（議会の議決を経て新市建設計画の変更ができる旨）により市町村建設計

画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町村に第５条の４第１項に規定する

地域審議会が置かれている場合においては、あらかじめ、当該地域審議会の意見を聴かな

ければならない。 
 
 

◇合併特例法第５条の４第１項 

 
１ 合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域で

あった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の

長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる

審 議会を置くことができる。 
２ 地域審議会を組織する構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営

に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 
３ 前２項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、その協議が

成立したときは、合併関係市町村は直ちにその内容を告示しなければならない。 
４ 合併市町村は、第２項の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例

でこれを定めなければならない。 
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